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１．嘉麻市のコミュニティの現状

今後の嘉麻市のコミュニティの現状を踏まえ、
人口減少、高齢化が進む中、地域コミュニティ
育成、活性化のため、買い物、福祉、交通手段
等のサービス等を受け続けられる環境を維持す

る「小さな拠点」づくり事業を市の1つの

方策として実施し、地域住民が、市や事業者、
各種団体と協力・役割分担しながら、各種生活
支援機能を集約・確保するとともに、地域の資
源を活用し、しごと・収入を確保する取組を市
内の各地域へ波及させていく必要がある。

 今後人口減少や少子高齢化により、経済、産業、教育、社会保障負担能力の低下、中山間地域などで日常生活
を維持するための集落や地域コミュニティの衰退化など、多様な分野に弊害が生じることが懸念される。

 市民にとって一番身近な自治組織である行政区は、これまでも防災・防犯や見守り、環境美化など様々な活動
において、とても重要な役割を担ってきたが、昨今の行政区加入者数については、全国的な傾向として減少傾
向にあり、今後ますます多様化する地域課題への対応が困難となり、コミュニティの崩壊が懸念される。

人口減少 少子高齢化

日常生活を維持するための集落や
地域コミュニティの衰退化による

コミュニティの崩壊

コミュニティ崩壊への１つの方策



 中山間地域等の集落生活圏（複数の集落を含む生活圏）において、安心して暮らしていく上で必要な生活

サービスを受け続けられる環境を維持していくために、地域住民が自治体や事業者、各種団体と協力・役割

分担をしながら、各種生活支援機能を集約・確保したり、地域の資源を活用し、しごと・収入を確保

する取組を『小さな拠点』づくりという。
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２．コミュニティ維持のため国が推奨する小さな拠点づくり

各小学校区単位での

地域運営組織等の

形成により

住み慣れた地域での

日常生活を維持

『小さな拠点』づくりの取組イメージ

※出典：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局
『住み慣れた地域で暮らし続けるために ～ 地域生活を支える「小さな拠点」づくりの手引き ～
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２．コミュニティ維持のため国が推奨する小さな拠点づくり

小さな拠点づくりを進めるにあたってのポイント

今後の地域の在り方について、「地域デザイン」
（今後もその集落で暮らすために必要な、自ら動
くための見取り図）を策定

｢地域デザイン」に基づき、地域住民自らが主
体となり、役割分担を明確にしながら地域課
題の解決に向けた取組を持続的に行うための
組織（地域運営組織）を形成

地域の運営組織等が提供する生活サービスの
多機能化、生活サービスを持続していくため
の物流システムの構築等を推進

コミュニティビジネスを振興し、小さくとも
地域に合った自律的な事業を積み上げ、地域
経済の円滑な循環を促す

１．意識の喚起―内発的な計画づくり

２．取組体制の確立

３．生活サービスの維持確保

４．仕事・収入の確保

※出典：内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局
『住み慣れた地域で暮らし続けるために ～ 地域生活を支える「小さな拠点」づくりの手引き ～
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３．今後の市の地域コミュニティ課題に対応するための一つの方策

日用品を買う商店やガソリンスタンドが
廃業してしまい、地域で暮らしていく事が
困難になってきた

若者が地域から出ていくようになり、
祭りや草刈りなどの活動がままならない

従来の

行政区単位での

対応が限界

 地域での生活維持機能の喪失（商店の廃業、公共施設の廃止など）や、災害時の共助機能の維持など従来
の行政区単位等の枠組みでの対応に限界があり、比較的つながりが強い小学校区単位での取組を基本とし、
新たなコミュニティのあり方を形成していく必要がある。

新たなコミュニティのあり方の形成



相談件数

 福岡県では、『小さな拠点』づくりの形成が地域の喫緊課題であると位置づけ、地域住民が主体となった
検討組織等が行う、小さな拠点づくりにつながる地域将来計画の策定に伴う経費の一部を補助する制度を
設けている。
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４．小さな拠点形成促進事業の募集

２小学校区が申請について検討された

 嘉麻市においても同様の課題が想定されることから、福岡県の補助制度を活用し、小さな拠点の形成につ
いて具体的な成果が見込まれる地域の活動、地域将来計画の策定を支援し、他地域においても参考となる
活動、計画等を検討・策定する補助事業を実施。

補助対象

各コミュニティ単位である小学校区
※嘉穂地域は嘉穂小学校統合前の小学校区を想定

交付決定

熊ヶ畑地域、千手・泉河内地域、上山田地域令和２年度

令和３年度 足白地域



6

５．千手・泉河内地域小さな拠点づくり形成委員会の設置

活動内容

 地域づくりアンケート 対象地区：約５００世帯（回収率８０％）
 嘉麻市千手・泉河内地域将来計画 策定

 ワークショップ開催 参加者：約４０名（小学生～高齢者）
 嘉麻市千手・泉河内地域拠点基本計画 策定
 拠点候補地の検討、拠点に必要な機能の検討

→老朽化のため除却予定である各小学校校舎、体育館及び千手分館の
代替え施設として検討（計５施設）

 千手・泉河内地域新拠点に関する市長への要望活動
 各世帯文書回覧 小さな拠点づくりに関する取り組みについて（第１回）
 地域運営組織形成の検討（地域運営組織形成のため部会設置）

 地域運営組織形成の検討
 各世帯文書回覧 小さな拠点づくりに関する取り組みについて（第２回）

令和２年度
（計７回開催）

令和３年度
（計７回開催）

令和４年度
（計６回開催）

令和５年度
（２回開催）

 小学校区単位で幅広い層の年代から選出された地域運営組織を目指す協議団体。
地域の課題を地域の人たちで解決できるような組織団体づくりを目標としている。



委員会及びアンケートを基にした地域課題
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６．千手・泉河内地域の課題（地域将来計画・拠点基本計画）

高齢化の問題 若者の流出

地域コミュニティの衰退 既存施設の老朽化

１
過疎化による医療、
福祉の問題

買い物する場所がない ２
地域に雇用の場がない

通勤、通学が遠距離である

地域の後継者がいない
（空家の増加・農業後継者不足）

３
小学校閉校による地域
交流場の喪失

地域行事、イベント等への
若者参加率が低い ４

社会体育施設、避難所
（千手体育館、泉河内体育館）

社会教育施設
（嘉穂地区公民館千手分館）



地域活動に関わる担い手の育成と組織づくり

平常時からの安全・安心の確保
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７．千手・泉河内地域拠点形成の基本方針

• 日常の暮らしを維持していくため、買い物ができる場の提供、通院や買い物などの送迎に必要な移動手段の
構築、老朽化している既存施設に替わる集会、研修等ができる新たな施設の整備などを進める

• 地域の祭りやイベント等のにぎわいにつながる場や機能を創出する

• 定住人口の増加や農業などの後継者の確保を図るため、地域資源を活かしながら雇用の場を創出する

• 災害時に備え、平常時からの見守り、声かけ活動を継続するとともに、老朽化、土砂災害警戒区域・洪水
浸水想定区域内または近接している既存施設等に替わる避難所・避難場所を確保する

• 上記を含め、よりよい地域づくりに向けて持続的に取り組んでいくために必要となる担い手の育成、
地域活動のための組織づくりを検討する

暮らしの維持、にぎわいづくりのための場・機能の創出

雇用の創出

地域に関わる人の輪づくり

• 人口減少が進む中、地域内だけで考えるのではなく、他の地域との連携や、地域外に住む子ども、友人・
知人なども巻き込んだ地域づくりを構築する
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８．新たなコミュニティ拠点施設の候補地

地域資源の活用

安全・安心な場の提供

効果的なアクセス

周辺環境への配慮

経済性への配慮

候補地の

選定方針

千手・泉河内地域小さな拠点づくり形成委員会からの要望
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９．新たなコミュニティ拠点施設の基本方針と必要な機能

 拠点形成の基本方針から導かれる施設機能は次の３つに整理される。小さな拠点づくり事業においては、
地域の雇用創出や稼ぐための仕組みづくりの視点が重要である。

雇用創出、地域振興
暮らしの維持

地域コミュニティづくり
にぎわいづくり

安全・安心の確保

基本方針

道の駅機能

 農産物販売所
 食堂（レストラン）
 観光レクリエーション施設

 情報発信機能
 ２４時間トイレ、駐車場
 地域交流拠点 等

地域連携機能（コミュニティ機能）

避難所機能

 文化教養施設
（多目的ホール研修、会議室、和室等）

 調理室（イベント、災害時活用） 等

 避難スペース
 防災倉庫、防災トイレ
 非常用発電機（最低７２時間）、貯水槽 等

３つの

基本方針



国が示す道の駅第３ステージのイメージに沿った施設整備
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９．新たなコミュニティ拠点施設の基本方針と必要な機能

※出典：国土交通省「道の駅第３ステージの取組について～防災拠点化の取組を中心に～」

ニューノーマル対応
（キャッシュレス導入、通販等）

防災道の駅（安心拠点）

あらゆる世代が活躍する
地域センター
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１０．施設配置方針及びゾーニング図

駐車場
（24H）

親水
公園

イベント広場
（防災広場）

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
(防災施設)

機能
↑

↓
道の駅
機能

施設配置方針 ゾーニング図

建物前面に道の駅機能、後面にコミュニティ

センター機能を配置
特徴

２４時間駐車場に近い場所に２４時間トイレ

を設置する他、休憩スペースを情報発信施設

とすることで、道の駅の認定条件を満たす

一般利用客への視認性、利便性を考慮し販売

所、飲食施設を前面に配置する

地域住民や一般利用客が親水公園や桜並木へ

の眺望を活かせる配置を検討する

機能面

防災面

災害時の利用を考え避難スペースとなる研修

室から２４時間トイレへの動線の確保、建物

についても、避難所としての要件を満たす耐

震性、防火性を考慮した構造とする

商業性

景観面
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１１．建築デザイン方針・建築ゾーニング図・イメージパース

周囲の山並みや
町並みに

調和するデザイン

勾配屋根の

和風建築を

基本とする

将来的な建物の
維持管理の負担を

招くことがないような

一般的な
建築デザイン

建築デザイン方針

建築ゾーニング図・イメージパース
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１２．千手・泉河内地域小さな拠点施設整備等審議会

1号委員

元近畿大学

近畿大学産業理工学部

千手・泉河内地域
小さな拠点づくり形成委員会

飯塚地区消防本部

かま男女共同参画
推進ネットワーク

嘉麻市観光まちづくり協会

嘉麻市嘉穂地区行政区長会

福岡県飯塚農林事務所
飯塚普及指導センター

嘉麻市商工会

公募委員

井原 徹

飯島 高雄

福山 稔幸

石川 穎子

縄田 洋明

益田 政利

橋本 隆詩
(～R5.3.31)

吉田 みず子
(R5.4.1～)

山田 耕史

大屋 瑞枝

安河内 隆

荻原 恵都子

森田 信代

区分 団体名 氏名

2号委員

3号委員

主な審議内容（計７回開催）

 拠点施設への導入機能について
 施設配置の比較検討について
 小さな拠点施設運営イメージについて
 市の財政状況に配慮した施設規模について
 小さな拠点づくりの方向性に沿った地域を持続させるた
めの道の駅の整備方針について

答申内容

1. 小さな拠点づくりの目的である持続可能な地域づく
りの実現のため、買い物支援や地域の雇用創出の観
点で施設整備を行うこと

2. 災害時の一時避難所として、平常時は地域のコミュ
ニティ拠点としての機能を確保すること

3. 市内の類似施設との関係に配慮した施設整備を行う
こと

4. 市の財政状況や施設のランニングコスト等を勘案し、
過剰な施設とならないようコンパクトな施設にする
こと

5. 地域の特色ある景観を活かした施設整備を行うこと
6. 道路及び施設利用者への安全に配慮した施設整備を

行うこと
7. 大型車の騒音やごみの不法投棄等について、周辺環

境に十分に配慮すること

委
員
名
簿
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１３．拠点施設整備スケジュール

地域将来計画

拠点基本計画

建設基本計画

設計業務
(基本設計・実施設計)

土地関係
(法規制対応、購入)

工事
(造成・建築等)

R2 R5R3 R4 R6 R7 R8

この期間の
スケジュールについては

あくまでも予定

パブコメ実施
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１４．拠点施設整備に係る概算総事業費と財源構成

1,000,000千円

概算事業費

デジタル田園都市国家構想交付金

活用が見込まれる補助金・交付金

地方創生拠点整備タイプ(コミュニティ施設部分に活用予定)
デジタル実装タイプ(ドローン配送による買い物支援等を想定)

農山漁村振興交付金(中山間地農業推進対策)

農山漁村発イノベーション対策(飲食施設、販売所)

社会資本整備総合交付金

防災設備、広場、駐車場、トイレ、情報発信施設(防災道の駅を想定した仕様)

起債

土地購入費、土木工事、建築工事、外構工事等含む総事業費
※なお、概算工事費に関しては、現在の資材及び人件費高騰を考慮して積算

合併特例債・過疎対策事業債を活用予定
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１５．拠点施設を整備した場合と整備しなかった場合の財源比較

現行 新拠点施設整備

 拠点施設を整備しない場合、校舎・体育館・千手分館の大規模改修を実施
 各施設を解体した場合の費用(令和７年度解体と２０年後の解体との比較）

財源比較

施設整備面

管理運営面

合計

大規模改修

旧小学校、千手分館解体
(２０年後)

管理費

584

520

80

１,184

196

520

80

796

拠点施設整備

旧小学校、千手分館解体
(R7まで)

管理費

1,000

520

150

１,670

150

168

100

418

概算費用
市負担
見込額

概算費用
市負担
見込額

単位：百万円

内容 内容

合併特例債等の活用により

約48％削減

― ―
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１５．拠点施設を整備した場合と整備しなかった場合の財源比較

現行 新拠点施設整備

公共施設適正化面

建物延床面積
敷地面積

3,773㎡
17,809㎡

建物延床面積
敷地面積

約1,100㎡
約10,000㎡

大幅な面積の圧縮見込

跡地売却予定額

旧泉河内小跡地

公民館跡地

旧千手小跡地

合計

10,721

7,833

1,075

5,500

3,400

5,500

58,965,500

26,632,200

5,912,500

地積(㎡) 単価(円) 想定価格(円)

※鑑定評価未実施

― ― 91,510,200

施設名称
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１６．パブリックコメント実施（速報）

概要

 概 要：千手・泉河内地域拠点施設建設基本計画の素案について

 期 間：令和５年７月３日（月）～令和５年８月４日（金）

 手 法：郵送、E-メール、FAX、各情報コーナー配架の意見投函箱

 意見提出数：４件（８月２日提出分まで）

主な意見

 防災機能、コミュニティ機能を持った施設の早期実現

 食堂は出店者を募り地元野菜をメインとした『農家レストラン』としてはどうか

 ２４時間トイレの防犯面及び警察との連携

導入機能関連

建築ゾーニング

 道の駅機能、コミュニティ機能の切り分け

地域運営組織

 運営資金の確保、調達方法

 運営が厳しくなった際の市の関与

 類似施設の調査研究費


